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命 令 書（写） 

 

               東京都港区 

再 審 査 申 立 人    Ｙ株式会社 

    代表者 代表取締役  Ｂ 

 

   東京都台東区 

再 審 査 被 申 立 人    Ｘ労働組合関東支部 

               代表者 執行委員長  Ａ１ 

     

上記当事者間の中労委平成２９年（不再）第３５号事件（初審東京都労委平

成２７年（不）第６６号事件）について、当委員会は、平成３１年１月２３日

第２５０回第二部会において、部会長公益委員山川隆一、公益委員鎌田耕一、

同木本洋子、同沖野眞已、同松下淳一出席し、合議の上、次のとおり命令する。 

 

主       文 

 

１ 初審命令主文第１項を取り消す。 

２ 初審命令主文第２項を次のとおり変更する。 

「１ 再審査申立人Ｙ株式会社は、本命令書受領の日から１週間以内に、下記

内容の文書を再審査被申立人Ｘ労働組合関東支部に交付しなければならな

い。 

 

記 

年  月  日 
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Ｘ労働組合関東支部 

執行委員長  Ａ１様 

 

Ｙ株式会社 

代表取締役   Ｂ  ㊞ 

貴組合の申し入れた、労働者供給契約に基づき貴組合が当社に供給して

いた日々雇用労働者の平成２７年度賃上げを議題とする団体交渉に当社が

誠実に応じなかったことは、東京都労働委員会及び中央労働委員会におい

て不当労働行為であると認定されました。 

当社はこのことを誠実に受け止め、今後、このような行為を繰り返さな

いよう留意します。 

（注：年月日は文書を交付した日を記載すること。）」    

３ 初審命令主文第３項を同第２項に繰り上げる。  

４ その余の本件再審査申立てを棄却する。 

 

 

理       由 

 

第１ 事案の概要等 

 １ 事案の概要 

再審査被申立人Ｘ労働組合（以下「Ｘ」という。）関東支部（以下「組合」

という。) は、平成１５年（以下、平成の元号は省略する。）に厚生労働大

臣の許可を受け、複数の事業主との間で労働者供給契約を締結し、各事業

主の求めに応じて、組合員である日々雇用労働者を供給している。 

１７年３月、組合と再審査申立人Ｙ株式会社（以下「会社」という。）と

は、労働者供給事業の実施について合意し、労働協約を締結し、以後組合
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は、会社に対し、組合員である日々雇用労働者（以下「労供組合員」とい

う。)を供給してきた。 

２７年４月１４日、組合は、会社に対し、労供組合員の労働条件改善に

ついて団体交渉を申し入れた。 

同月２１日、同年５月２１日及び６月１０日に団体交渉が開催され（以

下、３回の団体交渉を併せて「本件団交」といい、団体交渉を「団交」と

いうことがある。)、組合が会社に供給している労供組合員の２７年度の賃

金引上げ（以下「賃上げ」という。）について協議が行われた。 

本件は、組合が、本件団交における会社の対応が、労働組合法（以下「労

組法」という。）第７条第２号の不当労働行為に当たるとして、２７年７月

２７日、東京都労働委員会（以下「都労委」という。）に救済申立てをした

事案である。 

なお、会社と組合との間の労働者供給契約は、２９年３月３１日をもっ

て終了したため、本件結審時（３０年９月１３日）において、組合は会社

に労供組合員を供給していない。 

２ 初審において請求した救済内容の要旨 

⑴ 組合が労働者供給契約に基づき会社に供給している労働者の賃金改定

について、会社の経営状況や回答の根拠資料を示すなどして、誠実に団

体交渉に応ずること。 

⑵ 謝罪文の掲示 

 ３ 初審命令の要旨 

初審都労委は、２９年５月２３日付けの命令により、本件団交における

会社の対応は労組法第７条第２号の不当労働行為に当たる旨判断し、誠実

団交応諾、文書交付及び履行報告を命じ、同年６月２９日、当事者双方に

命令書を交付した（以下「初審命令」という。）。 

 ４ 再審査申立ての要旨 
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会社は、初審命令を不服とし、２９年７月１３日、初審命令の取消し及

び救済申立ての棄却を求めて、当委員会に再審査を申し立てた。 

５ 本件の争点 

⑴ 争点１ 

本件団交における会社の対応は、労組法第７条第２号に該当する不当

労働行為に当たるか。 

  ⑵ 争点２ 

会社と組合との間の労働者供給契約が終了したことにより、本件救済

申立ての救済利益は喪失したといえるか。 

 

第２ 当事者の主張の要旨 

 １ 組合の主張 

  ⑴ 争点１（本件団交における会社の対応）について 

ア 団交応諾義務について 

     本件団交の要求事項は労供組合員の賃上げであり、会社には団交応

諾義務が認められる。 

(ｱ) 組合は、２０１５春闘関東支部統一要求で、労供組合員について

具体的に日額２０００円の賃上げをすること等を明確に申し入れて

いる。ところが、会社が具体的な回答を行わなかったため、組合は、

改めて団体交渉を申し入れ、２７年４月以降、３回の団体交渉が行

われた。 

      会社も、組合の具体的な要求を理解して、本件団交に応じていた

のであるから、組合が何を交渉事項に定めているのか分からないと

いう会社の主張は理由がない。 

(ｲ) 組合が会社から５０円の賃上げ回答を受けても、交渉態度を全く

軟化させず、引き続き経営資料の開示を強硬に求め続けた理由は、
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労供組合員の派遣先の確保を最大の目的としていたからにほかなら

ないとの会社の主張は、争点とは無関係な会社の独善的な推測にす

ぎない。 

(ｳ) 会社が労組法上の使用者に該当しない旨の主張は争う。 

イ 本件団交における会社の対応について 

本件団交における会社の対応は不誠実であり、労組法第７条第２号

の不当労働行為が成立する。 

(ｱ) 労供組合員の賃上げに関する本件団交において、会社は、賃上げ

余力がなく賃上げができない旨回答し、それを裏付ける資料として

損益表を提出したが、経営状況を示す資料として不十分であり、組

合が求めた回答根拠についての説明も不十分であり、会社の対応は

不誠実である。 

組合が、２７年４月２１日に経営資料の開示を求めたのは、会社

が当初は賃上げゼロの理由として経営状況の悪化を挙げたからで

ある。 

      ①貸借対照表及び損益計算書並びに②部門別車両台数、売上高、

運送原価及び人件費総額の推移を示す資料は、経営状態の悪化の有

無や程度、売上げに対する人件費比率の現状と賃上げ余力の有無と

程度等を検討する上で必要であり、③運転手の部門別平均年収は、

会社の全労働者の賃金実態及び正社員と日々雇用労働者の賃金水

準を比較検討する上で必要であり、④高速道路料金、燃料代の推移

は、団体交渉で会社がこれらの高騰を経営状況の悪化の理由に挙げ

ていたので、具体的実情を理解する上で必要である。 

      本件審査手続において、会社は、損益表を基に、３年間で１５０

０万円余の営業損失が発生していると主張しているが、損益表から

は１５００万円余もの営業損失の発生が事実であるかどうかは判
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断できないし、恒常的な赤字体質であるのかも分からず、まして、

会社の業績全体を読み取ることはできないのであるから、１５００

万円余の営業損失が会社の営業においてどの程度の比重を占める

のか判断できない。損益表だけをもって、賃上げ余力の有無を議論

することなど到底できず、会社が主張の根拠を説明し、裏付けとな

る資料等を開示し、反論するなどの努力を尽くしたものとはいえな

い。 

また、会社は、ゼロ回答を正当化するために、労供組合員の賃金

が正社員よりも高いと主張したが、事実に反していることは明らか

である。 

(ｲ) 組合は、２７年５月２１日団体交渉で、「例えば日額５０円とか１

００円の賃上げを実施した場合、どの程度コストが増え、経営に影

響が出るのか、計算を示して具体的な交渉を行うべきである。」と提

案した。同年６月１０日団体交渉では、組合は、５０円回答からの

更なる上積みを求め、上積みすることができないならば、その根拠

を示すべきである、以前から申し入れている４点の資料を基に交渉

すべきである、なぜ１００円でなく５０円なのか根拠を説明してほ

しいと述べたところ、会社は、根拠はない、資料を出す考えはない、

安いからとだけ答え、それ以上の説明も交渉も拒否した。 

⑵ 争点２（救済利益の有無）について 

  救済利益が消滅したという会社の主張は争う。 

２ 会社の主張 

⑴ 争点１（本件団交における会社の対応）について 

   ア 団交応諾義務について 

     会社は、団交事項が特定されていない等の理由により、本件団交に

応諾する義務はない。 
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(ｱ) ２７年４月１４日付け申入書や同年５月１２日付け申入書の要求

事項は、労供組合員の労働条件改善及びその他関連事項についてと

なっているが、労働条件や関連事項の範囲や対象は極めて多岐にわ

たるため、これらの申入れや交渉の経過から、組合が何を交渉事項

として要求しているのか分からない。 

   ２０１５春闘関東支部統一要求は、宛名や日付が空欄で、多数の

企業を対象としたものであり、内容に毎年変化がなく、本件団交の

内容との乖離が著しい等の事情を踏まえると、２０１５春闘関東支

部統一要求の内容や交付自体が儀式化・形骸化しており、当該要求

の内容は組合と妥結済みであったことは明らかである。 

   ２０１５春闘関東支部統一要求に関する団体交渉は、遅くとも２

７年３月９日には終了（又はストライキに移行）することが予定さ

れており、最終団体交渉から１か月以上が経過した同年４月１４日

になって新たな団体交渉の申入書を送付し団体交渉開始を要求する

ことなど通常は考えられず、２０１５春闘関東支部統一要求に関す

る団体交渉と本件団交とは、全く別個のものであり、２０１５春闘

関東支部統一要求により、交渉事項が特定されていたとはいえない。 

   以上のとおり、組合が何を交渉事項としているのか不明であり、

会社に団体交渉に応ずる義務はなかった。 

(ｲ) 組合の最終的な目的は賃上げ等ではなく、労供組合員の派遣先の

確保、すなわち労供組合員が日雇労働求職者給付金を受領できるよ

う１か月当たり１３日分の派遣先を確保する必要があった（１３日

就労すれば１３枚の雇用保険印紙が貼付される。）ため、２７年５月

２１日の団体交渉で組合は印紙についての配慮を求めた。会社が、

組合の要求する日額５０円の賃上げに応ずると回答しても、組合は

交渉態度を全く軟化させず、経営資料の開示を要求した。その理由
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は、労供組合員の派遣先、すなわち雇用保険印紙の確保が組合の最

大の目的であったからであり、そのための交渉の場として利用しよ

うと考えた団体交渉が、会社が組合の要求する５０円の賃上げに応

ずることにより終わってしまうのを避けるためである。 

しかしながら、労供組合員の派遣先の確保は、団体交渉の交渉事

項には入っていない。また、労供組合員の派遣先は、組合の責任と

権限において確保すべき事項であり、これを会社への団交事項とす

ること自体が不当かつ不適切であるから、会社は、労供組合員の派

遣先の確保に関して団体交渉に応ずる義務はない。 

それにもかかわらず、会社は、団体交渉に誠実に応じた。 

(ｳ) 労供組合員は、１日ごとに雇用契約が締結されるのであり、供給

日における雇用契約が終了した後は、もはや労供組合員は、使用者

が雇用する労働者に該当しないので、そもそも会社に団体交渉応諾

義務は課せられていない。 

イ 本件団交における会社の対応について 

     会社は、組合が会社の主張を納得できるよう努力を尽くし、本件団

交において誠実に対応した。 

(ｱ) 会社は、組合の資料要求に対し、労供組合員が就労する事業部門

の３期分の損益表及び２７年５月１日付け回答書を提示し、賃上げ

余力がないことを十分に説明した。各年度のトラック１台当たりの

営業損失は損益表に示したとおりであって、労供組合員が就労する

事業部門では、３年間で総額１５５９万１７８０円もの営業損失が

発生し継続的な赤字状態に陥っており、賃上げ余力はなかった。 

   組合は、いかなる趣旨や用途、目的等から４点の資料を必要とす

るかを明らかにしないのであって、非上場会社である会社は、組合
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に対して、上記損益表及び回答書以上に、経営資料を提供する法的

義務はない。 

    会社が、事業部門ごとに収益等を精査・検討するのは当然であり、

当該事業部門で多額の損失を計上していることを示せば、会社に賃

上げ余力がないことの説明として十分であり、組合から上記損益表

及び回答書の内容や意味を含め、会社の経営状況に関する具体的な

質問や追及は行われなかった。 

   組合は運送業の経営について熟知しており、会社提示の資料のみ

で賃上げができないことを理解できた。 

   会社の他の事業部門の存在が明らかになったのは本件初審審問期

日であるから、組合が、本件団交において、本件事業部門だけを取

り出し説明しようとする会社の態度に疑問を持つことは起こり得な

い。 

   本件団交における会社の対応が不誠実であるとはいえない。 

(ｲ) 労供組合員の１日当たりの平均賃金は１万８０００円台であり、

会社の他の従業員の１日当たりの平均賃金は １万２０００円台で

ある。よって、これをもとに、週４０時間の労働時間を堅持する形

で２０日就労したとした場合の労供組合員の平均月額賃金は正社員

より高いという会社の説明に虚偽はない。 

(ｳ)  仮に、団体交渉における誠実交渉義務等の観点から、一定の事情

等の下で、使用者に会社の経営資料等の提出が求められるとしても、

経営資料の機密性等に鑑みると、その範囲は極めて限定的かつ謙抑

的に解されるべきである。また、これまでの組合の言動、本件初審

の審問当日に会社の取引先に対する街宣活動を行い、会社が説明し

た経営状況を記載したビラを配布したこと等からすれば、開示した

経営資料が組合を通じて目的外に使用される可能性も排除できなか
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った。 

(ｴ) ２７年５月２１日団体交渉で、組合から「５０円でも上げるべき

だ。」等の要求がなされたため、会社は、日額５０円賃上げするとの

満額回答をして、組合の要求に応ずる意向を表明したのであって、

本件団交において会社は誠実に対応した。 

(ｵ) 会社が、本件事業部門の車１台当たりの収益が赤字となるという

厳しい経営状況の中で、賃上げ回答を行ったのは、そもそも収益状

況からは賃上げをする理由が全くないところ、早期かつ円満に本件

団交を終了させ、人的資源等を業務に集中させるため、あえて組合

の要求を受け入れ、賃上げをしたという苦渋の経営上の判断に基づ

くものであり、本件団交において会社は誠実に対応した。 

⑵ 争点２（救済利益の有無）について 

会社と組合との間の労働者供給契約は、２９年３月３１日をもって終

了しているため、組合が会社に労供組合員を供給しておらず、今後も労

供組合員が供給されることはない。 

したがって、労供組合員の２７年度の賃上げを議題とする団体交渉を

行うことについては、救済利益は存在しない。 

 

第３ 認定した事実 

１ 当事者 

⑴ 会社は、運送業を営む株式会社で、首都圏の建材店や建設現場にセメ

ントや化成品を運搬している。本件初審申立時である２７年７月当時の

従業員数は３７名である。 

会社には、建設資材メーカー部門（以下「本件事業部門」という。) の

ほか三つの事業部門（タイル部門、バラセメント部門、卸売問屋部門）

がある。各部門は、顧客により区分されており、それぞれの部門が運送
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業務を行っている。本件事業部門に所属する正社員は１８名程度で、そ

のうち運転業務に従事する者は約１５名であった。 

⑵ 組合は、１２年１１月１日に結成され、Ｘの組合員のうち、原則とし

て関東地方の建設業、セメント・生コン産業及びトラック運輸産業等で

働く労働者で組織されたいわゆる合同労組である。本件初審申立時の組

合員数は約２００名である。 

    組合は、会社内に分会を有しており、本件事業部門の運送業務に従事

する正社員が１名いる。 

２ 会社と組合との間の労働者供給契約に関する労働協約等 

⑴ 組合は、１５年に職業安定法第４５条による厚生労働大臣の許可を受

けて、複数の事業主との間で労働者供給契約を締結し、各事業主の求め

に応じて、労供組合員を各事業主に供給している。 

労供組合員は、組合と会社とが締結した下記⑵の労働者供給契約に基

づいて会社に供給され、会社と労供組合員との間で締結された１日単位

の雇用契約の下で労働し、賃金を受け取っている。 

⑵ 会社と組合とは、１７年３月２８日、労働者供給事業の実施について

合意し、労働者供給契約（以下「本件供給契約」という。）を含む以下の

内容の労働協約を締結した。 

    第１条 会社は、随時組合により組合の組合員の供給を受け使用する

ことができる。 

    第２条 組合は、組合の組合員を会社に供給した代償を一切求めない。 

    第３条 基本賃金、諸手当、勤務時間、その他の諸条件は、その都度

会社・組合協議して決める。 

    第４条 業務内容  

トラック運転手 

    第５条 不就労（解約）手当 
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        会社に帰すべき事由によって組合の組合員が就労できなくな

った場合は、基本給の６０％を解約手当として会社が支払う

ものとする。 

    第６条 賃金に関する付帯条件 

組合の組合員が正当な理由なく就労放棄とみなされる場合、

会社・組合協議の上、賃金を支給しないことがある。 

    第７条 賃金の支払方法 

        組合の組合員の賃金は、会社が組合の組合員に直接支払うこ

ととする。 

    第８条 交渉権 

        組合の組合員の労働条件に関する交渉権は、全て組合に属す

る。 

    第９条 事故処理 

        組合の組合員が就労期間中に起こした事故は、会社の責任で

処理する。組合及び組合の組合員は刑法上の処分以外は免責

とする。会社は事故防止共済費（１就労日当たり２００円）

を組合に支払う。 

        組合は事故防止付則による見舞金を支払う。 

    第10条 業務上災害の取扱い 

        １．組合の組合員が就労時間中又は就労のための途上で受け

た、業務上傷害、疾病等の災害については、適法の労働

者災害補償保険（以下「労災保険」という。）を会社の責

任で適用する。 

        ２．会社は組合の組合員が労災保険の休業補償給付の受給対

象となったときで、やむを得ず立替払を要請したときは、

給付額の範囲内で立替払をするものとする。 
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    第11条 労災の場合の法定外補償 

        組合は、組合の組合員が労働災害で休業４日以上の傷病とな

った場合、休業の当初３日間に対し基本賃金の８割相当額３

日分を本人又は相続人に給付する。 

    第12条 社会保険 

        会社は、組合から供給された組合員に対して、社会労働保険

を適用する。詳細は、会社・組合協議して決める。 

    第13条 この協約は、１７年４月１日から有効として、その期間は１

年とする。 

        この協約の改廃の申出がない場合は、自動的に更に１年間有

効とする。 

        ただし、有効期間内であっても、会社・組合いずれか一方、

また、双方の発議によって改定することができる。 

⑶ 労働協約締結日と同日である１７年３月２８日、組合と会社とは、上

記⑵の労働協約第３条の労供組合員の労働条件について覚書を交わした。

覚書の内容は以下のとおりである。 

ア 賃金 

(ｱ) 基本賃金    時給 １７５０円／時 

              日給 １万４０００円／日 

６０歳以上の組合員が就労した場合 

基本日額の８５％ 

(ｲ) 支払日     会社事業所規定日締め、会社事業所規定日払 

イ 勤務条件 

(ｱ) 就労場所    会社事業所東京建材センター 

(ｲ) 従事する業務  小型トラックによる貨物運送業務 

(ｳ) 就労時間    始業時間  ８時 
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              終業時間１７時 

              昼休み  １２時～１３時（６０分間） 

(ｴ) 休日      日曜、祝祭日 

ウ 諸手当 

(ｱ) 時間外勤務手当 時間単価×超過時間×１．２５ 

(ｲ) 通勤費     支給しない。 

エ 社会労働保険 

  会社は健康保険、雇用保険、労災保険を適用する。 

オ 契約期間 

１７年４月１日～１８年３月３１日 

⑷ 雇用保険の日雇労働求職者給付金 

労働者が、雇用保険の日雇労働求職者給付金を受給するためには、日

雇労働被保険者手帳（以下「日雇手帳」という。）の交付を受け、前月ま

での２か月間で計２６日以上日雇仕事をしたという実績が必要である。

労働者は、働いた日ごとに日雇手帳へ雇用主から雇用保険印紙の貼付を

受け、日雇手帳に雇用保険印紙が２か月で２６枚以上貼られていれば、

翌月に失業の状態にあることが認められた場合に日雇労働求職者給付金

を受給することができる。     

３ 会社における労供組合員の就労実態 

⑴ 本件初審申立時、組合から会社に供給されている労供組合員は、Ａ２ 

及びＡ３ の２名であった。会社には、正社員である組合員が１名おり、

組合員３名は、本件事業部門で運転業務に従事していた。 

本件初審申立時、会社において、Ａ２又はＡ３のうち１名が就労する

こともあれば、正社員が有給休暇を取得する等して正社員の車両が空い

た場合に、両名が同時に就労することもあった。 

Ａ２及びＡ３の２６年４月から２７年３月までの間（本件団交の直近
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１年間）の、１か月の平均就労日数及び賃金の総支給額の平均は、以下

のとおりである。 

① Ａ２ 就労日数       約１８日 

賃金の総支給額の平均 約３２万円 

     ② Ａ３ 就労日数       約１２日 

          賃金の総支給額の平均 約２３万円 

⑵ 本件供給契約締結後の１８年から２６年までの９年間、会社が労供組

合員の基本賃金を上げたことはなかった。 

４ ２７年春闘 

⑴ 組合は、例年春闘交渉を開始するに当たり、労使関係のある企業に呼

び掛けて統一要求と交渉日程に関する説明会を開いており、説明会には

１２社から１３社が出席している。上記説明会には、会社のＢ社長（以

下「社長」という。) も出席しており、２７年２月９日に開催された同

年春闘の統一要求に関する説明会にも社長が出席した。 

  同日に開催された説明会で、組合は、出席した各企業に、Ｘ名義の「２

０１５年春闘中央統一要求」（以下「２０１５春闘中央統一要求」という。) 

及び組合名義の「１５春闘関東支部統一要求書（セメント・生コン産業) 」

（以下「２０１５春闘関東支部統一要求」という。) を交付した。２０

１５春闘関東支部統一要求の宛先欄は「   様」、日付欄は「２０１５

年２月 日」と記載されており、名宛人及び申入日を書き込む形式とな

っていた。 

  ２０１５春闘中央統一要求には、組合員一人一律３万５０００円の賃

上げを２７年４月から実施すること、労供組合員については正社員との

均等待遇を考慮して賃金を引き上げること、夏冬一時金について年間協

定を交わし支給すること等の要求事項のほか、春闘交渉は同年２月中旬

から開始し同年３月中旬解決を予定していること、具体的なスケジュー
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ルは各支部と協議して決定するよう求めること等が記載されていた。 

  ２０１５春闘関東支部統一要求には、①組合員一人一律３万５０００

円の賃上げを同年４月から実施すること及び年間一時金は１５０万円と

すること、②労供組合員の賃金を日額２０００円引き上げ支給すること、

③労供組合員についても均等待遇の原則に基づき夏冬一時金を支給する

こと、④労供組合員については、２か月間で２６日の就労日数を最低保

障すること等の要求事項のほか、交渉は、「２月１６日（月）～ 第１回

団交」、同月「２３日（月）～ 第２回団交」、「３月２日（月）～ 第３

回団交」及び同月「９日（月）～ 最終団交」の日程で行うこと、同月

中旬までに解決できない場合はストライキを含む行動を実施することに

なること等が記載されていた。 

  なお、組合は、２５年春闘時に、同年３月４日付け「統一要求書」（以

下「２０１３春闘関東支部統一要求」という。）を会社に交付しているが、

２０１３春闘関東支部統一要求の宛先欄は「     代表取締役     

様」と記載されており、名宛人たる企業名及びその代表者名を書き込む

形式となっていた。 

  また、組合は、２６年春闘時には、同年２月付け「１４春闘統一要求

書」（以下「２０１４春闘関東支部統一要求」という。）を会社に交付し

ているが、２０１４春闘関東支部統一要求の宛先欄は「     代表

取締役     様」、日付欄は「２０１４年２月 日」と記載されてお

り、名宛人たる企業名、その代表者名及び発行日を書き込む形式となっ

ていた。 

  ２０１３春闘関東支部統一要求、２０１４春闘関東支部統一要求及び

２０１５春闘関東支部統一要求の三つの要求書には、各年とも当該年４

月から一律３万５０００円の賃上げ、年間一時金１５０万円の支給、労

供組合員については賃金日額２０００円の引上げ等の要求が記載されて
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いた。 

  ２０１３春闘関東支部統一要求で、組合は、２５年４月から高年齢者

等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律が施行されること

に言及した上で「６０才以後の不合理な格差を撤廃すること。」を求めて

いるが、２０１４春闘関東支部統一要求と２０１５春闘関東支部統一要

求の要求事項には記載されていない。 

  ２０１４春闘関東支部統一要求で、組合は、２６年４月から消費税が

３％増税となることに言及し、「燃料費の値上がりを反映した通勤費の見

直しを行うこと。」を求めているが、２０１３春闘関東支部統一要求と２

０１５春闘関東支部統一要求の要求事項には記載されていない。 

  そのほかにも、２０１３春闘関東支部統一要求、２０１４春闘関東支

部統一要求及び２０１５春闘関東支部統一要求の三つの要求書の形式や

内容には、違いがある。 

  ⑵ ２７年２月下旬から同年３月下旬にかけて、組合と会社との団体交渉

が複数回開催され、組合側はＡ３や会社の正社員である組合員１名のほ

か会社の従業員でない組合員が、会社側は社長が、それぞれ出席した。

団体交渉では、正社員の賃上げ及び一時金ないし手当の支払について交

渉が行われ、労供組合員の賃上げについては交渉対象となっていなかっ

た。 

   この間の交渉において、組合と会社とは、正社員の賃上げ及び一時金

の支給等について、２７年度の賃上げは行わないものの、同年７月の賃

金支払時に臨時手当を支給する方向で話し合い、これを踏まえて、組合

は、同年３月２５日付け協定書案（以下「協定書案１」という。）を作成

した。協定書案１の協定の当事者欄には、会社と組合とが記載されてい

た。 

協定書案１には、①今年度の賃上げは行わない、②２７年７月度賃金
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において、勤続１５年以上の正社員に１万１０００円、勤続５年以上１

５年未満の正社員に７０００円、勤続５年未満の正社員に４０００円を

それぞれ臨時手当として支給する、③臨時手当について、会社は、年末

においても同様の措置を図ることを確認した、金額については、組合と

協議するものとする旨等が記載されていた。 

この提案を受けた会社は、協定書案１の③の「確認した」との表記を

二重線で消して、「検討する」と書き込んだ。 

その後、組合は、新たな内容を盛り込んだ「２７年４月 日」付協定

書案（以下「協定書案２」という。）を会社に提示した。協定書案２には、

①(ⅰ)今年度の賃上げは行わない、(ⅱ)労働者の実質賃金が大幅に減少

している事実が明確になっているにもかかわらず組合員の生活維持に必

要な賃上げ・一時金回答ができなかった点について、会社は、組合と組

合員に陳謝する、(ⅲ)会社は今後、経営の現状に関する必要な情報を開

示し、組合の年収要求実現のための行動計画を、労使で協議していくこ

とを約束する、②２７年７月度賃金において、勤続１５年以上の正社員

に１万１０００円、勤続５年以上１５年未満の正社員に７０００円、勤

続５年未満の正社員に４０００円をそれぞれ臨時手当として支給する旨

等が記載されていた。協定書案２の協定の当事者欄には、会社と組合と

が記載されていた。 

２７年４月１０日、会社は、組合に対し、協定書案２について、①(ⅰ)

の内容について確認する、(ⅱ)について、今年度の賃上げを行わないこ

とにつき、遺憾の意を表すに改める、(ⅲ)の内容について確認しない、 

②の内容について確認する旨回答した。 

⑶ ２７年４月１４日、組合は、会社に対し、「団体交渉申入書」（以下「４

月１４日付け申入書」という。）を提出した。４月１４日付け申入書には、

２７年春闘に当たり、組合要求のうち労供組合員の労働条件改善に対す
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る会社の回答はゼロ回答であるので団体交渉を申し入れる、交渉により

解決に至らない場合はストライキを含む団体行動を実施する、要求事項

は労供組合員の労働条件改善及びその他関連事項についてである旨等が

記載されていた。 

⑷ ２７年４月２１日、団体交渉が開催され、組合側はＡ４書記長（以下

「書記長」という。）及びＡ５書記次長（以下「書記次長」という。）が、

会社側は社長が、それぞれ出席した。 

  その席上で、会社は、春闘交渉は、既に終わり、その結果は協定書案

にまとめられたはずだが、従前の交渉事項はどうなったのか、また、何

について交渉を再開するのかと述べると、組合は、統一要求書に記載し

てある、何故、回答しないのかと述べ、労供組合員の賃上げを要求した。 

会社が、それには応ずることができないと回答すると、組合は、労供

組合員は９年間賃上げがなく、消費税の増額により実質賃金が減少して

いるとして、労供組合員の賃上げの実施を申し入れた。 

これに対し、会社は、労供組合員については稼働日数や労働時間が増

えるよう配慮して配車を組んでいる、労供組合員の賃金は正社員と比較

して高い、稼働日数と労働時間は増えて賃金総額は増えているが荷主が

払う運賃は変わっていないので売上げは増えていない、消費増税や燃料

高騰分の補填にも応じてもらえないなどの理由を示して、賃上げの余力

はないと回答した。 

組合が、荷主から支払われる１台当たりの月額運賃を教えてほしいと

述べると、会社は、固定で月額５０万円で変わっていないと答えた。 

また、組合が、運賃交渉を行っているのかと質問すると、会社は、「運

賃交渉は行っているが、引上げについては逃げられてしまう。」と答えた。

組合は、運賃が上昇しないのは、経営能力が低いからである旨を述べた。 
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一方、会社は、賃上げに関して、運賃のことのみを問題としているが、

組合の労供組合員は仕事のやり方に問題がある旨を述べ、組合は、他の

従業員も事故を起こすことがあるだろうし、賃上げの問題と事故の問題

は関係ないと述べた。 

そして、組合は、賃上げ余力があるか否かを確認し判断するための経

営資料の提出を会社に求め、会社は、検討すると述べた。 

⑸ ２７年４月２１日、団体交渉終了後、組合は、会社に対し、申入書を

ファクシミリで送信し、次回の団体交渉においては、会社の経営状態を

示す具体的な資料を基に賃上げの余地や可能性がどの程度あるのかを

協議する必要があるとして、①貸借対照表及び損益計算書（過去２年分）、

②部門別の車両台数、売上高、運送原価、人件費総額の過去５か年の推

移、③運転手の部門別平均年収の過去５か年の推移、④高速道路料金、

燃料代の過去５か年の推移（以下、①から④までを併せて「４点の資料」

という。）を提出するよう求めた。 

⑹ ２７年４月２４日、会社は、組合に対し、「各年度の損益表をお送り致

します。」と書き添えた表（以下「損益表」という。）をファクシミリで

送信した。 

  損益表には、２４年度（２４年４月～２５年３月）から２６年度（２

６年４月～２７年３月）について以下の項目及び金額が記載されていた。 

         ２４年度   ２５年度   ２６年度 

売上金額    58万6000円    65万8000円    68万5000円 

減価償却    1万5000円   1万5300円   2万5000円 

燃料費       8万5000円     9万6500円    7万9000円 

修繕費／タイヤ代 

3万7000円    3万8000円     3万2000円 

土地賃貸料    3万2000円     3万2000円     3万2000円 
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租税公課      9938円        9938円        9938円 

保険料       7730円      7949円        8400円 

道路使用料    2万7000円     3万7000円     4万2500円 

管理費        1万8000円   1万8000円     1万8000円 

その他        1万6500円     1万6500円     1万6500円 

小計     24万8168円  27万1187円  26万3338円 

賃金      33万3000円  33万7000円   35万2000円 

雇用労働保険   7886円    8753円    8858円 

法定福利費  4万6241円   4万8666円   5万1524円 

旅費交通費    8000円        8000円        8000円 

その他支給    5000円        5000円        5000円 

小計     40万 127円    40万7419円  42万5382円 

損益     －6万2295円  －2万0606円   －3720円 

⑺ ２７年４月２７日、組合は、会社に対し催告書を提出した。この催告

書において、組合は、①会社から送付された損益表はおそらく車両１台

当たりの売上げ等を示すものであると推測されるが、注釈が何も書かれ

ていないので、何が理解できるか全く不明である、②損益表は、稼働日

数と労働時間は増えて賃金総額は増えているが、荷主が払う運賃は変わ

っていないので売上げは増えていない、消費増税や燃料高騰分の補填に

も応じてもらえないから賃上げの余力はないという同月２１日の団体交

渉における会社の回答を裏付ける資料とはいえず、労供組合員の賃上げ

余力がどの程度あるかについて協議するに足りる資料とは到底いえない

として、改めて、４点の資料を提出するよう求めた。 

⑻ ２７年５月１日、会社は、組合に対し、回答書（以下「５月１日付け

回答書」という。）を提出した。この回答書には、①損益表は、労供組合

員が就労している本件事業部門における各年度（２４年度から２６年度
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まで）の売上げ及び経費の１台当たりの月平均（当該事業部門の全ての

台数である１５台での売上げと経費とを１５で除したもの）の推移であ

る、②損益が良くなってきていることが認められるが、２６年の労供組

合員の１日当たりの平均賃金は１万８２４０円（日々雇用労働者の総支

払金額を雇用保険印紙の総貼付枚数で除したもの）となり、仮に、１か

月に週４０時間の労働時間数を堅持する形として２０日就労すると、労

供組合員の１か月当たりの平均賃金は３６万４８００円となり、損益表

の賃金よりも高額となる、③石油価格の低下が採算の良化を促す一要因

となっていることが理解できるが、昨今の石油価格情勢は、灯油、軽油

価格上昇が通告されている状況であり（別添書類）、同部門における経営

の不透明感、不安定感は明らかであり、賃上げは不可能であると判断し

た旨が記載されていた。別添書類は、申立外Ｃ１株式会社名義の２７年

４月２７日付け「石油製品価格情勢について」と題するものであり、ド

バイ原油の価格が２６年１２月以来の高水準となっていることや、今後

の原油価格の予想、２７年５月以降の販売価格がリットル当たり５．５

円前後値上げとなること等が記載されていた。 

⑼ ２７年５月１２日、組合は、会社に対し、団体交渉申入書（以下「５

月１２日付け申入書」という。）を提出した。５月１２日付け申入書には、

５月１日付け回答書では、１か月に２０日就労すれば労供組合員の月額

賃金が３６万４８００円となり、損益表に記載されている全運転手の平

均賃金と比較して高額であると主張しているが、組合が、組合員の勤務

表を基に集計したところ、会社が主張するような高額な数字を算出する

ことができなかった旨、また、４点の資料は労供組合員の賃上げ余力の

有無について協議する上で不可欠であるとして、改めて提出を求めるこ

と、団体交渉の要求事項は労供組合員の労働条件改善及びその他関連事

項についてである旨等が記載され、組合は別紙としてＡ２及びＡ３の２
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６年（２６年１月～同年１２月）及び２６年度（２６年４月～２７年３

月）の賃金（日額、月額平均等）及び就労日数を集計した表を添付した。

表の内容は次のとおりである（なお、日額平均は、いずれも共済金２０

０円を含む。）。 

① Ａ２ 

    ２６年  日額平均  １万８０５０円 

月額平均 ３１万 ８７０円 

就労平均      １７日 

２６年度 日額平均  １万８０４０円 

月額平均 ３２万７７２２円 

就労平均      １８日 

② Ａ３ 

      ２６年  日額平均  １万８３２７円 

           月額平均 ２０万４６５０円 

就労平均      １１日 

      ２６年度 日額平均  １万８８０５円 

           月額平均 ２３万３５０２円 

就労平均      １２日 

⑽ ２７年５月２１日、団体交渉が開催され、組合側は書記長、書記次長

及びＡ３が、会社側は社長が、それぞれ出席した。 

 組合は、損益表や５月１日付け回答書では経営の実情からみて賃上げ

の余力があるのか否か判断できないとして、改めて４点の資料を提出し

て交渉するよう求めるとともに、労供組合員の賃金が正社員より高いと

の会社の主張は事実に反していると述べた。 

 会社は、経営資料の提出はできないと回答するとともに、損益表には、

組合員が就労している部門の車両１台当たりの原価計算を提示している
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ので、賃上げ余力について理解できるはずであると述べた。 

 組合が、賃上げできない理由を問うと、会社は、労供組合員の１日当

たりの賃金単価が高いこともあり、顧客との契約条件を見直さない限り

赤字の継続が見込まれるため賃上げが困難であると答えた。 

また、組合は、会社が、労供組合員の賃金水準が正社員より高いと主

張しているが、労供組合員は月によって就労日数にばらつきがあり、平

均月額賃金が正社員より高い結果になっていないと述べた。それに対し、

会社は、損益表の原価計算と比較すれば労供組合員の賃金が高いことは

明らかであると述べたところ、組合は、日々雇用労働という雇用形態は

不安定であるため金額が高いことは仕方がないと述べ、他の会社では印

紙に配慮してくれているとも述べた。 

そして、組合は、今まで賃上げが行われたことはなかったのであるか

ら、賃上げするよう求め、日額５０円、１００円の賃上げについて話題

を出した（具体的な発言内容には当事者間に争いがある。第４の１⑵イ

(ｱ)のとおりである。）また、Ａ３は、会社の正社員が労働災害で休業し

た時に、組合が会社のために、会社の要望を受けて組合内で人繰りして、

Ａ２及びＡ３の二人を供給したのであるから賃上げについても考慮して

ほしいと述べ、会社は、賃上げについて１週間ほど検討して回答すると

述べた。 

⑾ ２７年５月２８日、会社は、組合にファクシミリを送信し、労供組合

員の日額賃金を５０円賃上げする旨を回答した。   

⑿ ２７年６月３日、組合は、会社に対し、団体交渉申入書（以下「６月

３日付け申入書」という。）を提出し、５０円賃上げするとの会社の回答

は組合要求に歩み寄ったものと評価しているが、同業他社では直近３年

間の賃上げが２００円から５００円で交通費の引上げもあることからみ

て依然として低額である、更に上積みした有額回答を求めるとして、要
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求事項は労供組合員の労働条件改善及びその他関連事項についてである

として団体交渉を申し入れた。 

⒀ ２７年６月１０日、団体交渉が開催され、組合側は書記長、書記次長

及びＡ３が、会社側は社長が、それぞれ出席した。 

  組合が、賃上げの額を５０円とした理由について説明を求めたところ、

会社は、組合が日額５０円でも上げるよう求めたからであると述べた。 

  組合は、５０円とした計算根拠を説明するよう求めたところ、会社は、

組合の具体的要求に応じたのであり、部門が赤字であり、特段、賃上げ

の計算根拠があるわけではないと述べた。 

  さらに、組合が、団体交渉の場であるから、具体的な根拠や資料を提

示してほしいと述べると、会社は、損益表で説明したとおり、会社には

賃上げの余力がないところ、組合要求の５０円の賃上げに応じたのであ

るから、それ以上に５０円を基礎づける根拠や資料はないと述べ、５０

円の賃上げが会社の経営に及ぼす影響等について説明することもなかっ

た。 

  組合は、要求する資料を提出せず賃上げの根拠を説明しないのであれ

ば、不誠実団交に当たると述べた。会社は、既に提出している損益表を

見れば、組合員が就労している部門は赤字であり、賃上げ余力がないに

もかかわらず、今回賃上げを行っていることは明らかである、賃上げ余

力の判断に当たっては当該部門の収益を根拠とすればよいからこれ以上

の資料は不要である、仮に組合員が就労している部門において黒字を計

上し、他の部門が損失を計上している場合、「同様の回答」をしたならば、

納得できないはずである、賃上げ回答の根拠は、賃上げ余力はないもの

の同年５月２１日の団体交渉でＡ３から要求のあった人繰りの苦労に対

する配慮であると述べた。 

    組合は、このままでは不当労働行為事件として申し立てざるを得ない
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と述べ、会社は、どうぞやってくださいと述べた。 

 ５ 本件不当労働行為救済申立て後の経過 

⑴ ２７年７月２７日、組合は、都労委に対し、本件救済申立てを行った。 

⑵ 本件初審審査手続において、以下の事実が明らかになった。 

ア 本件事業部門の正社員は、管理業務担当を含め約２０名であり、う

ち運転手は１５名であった。損益表の売上金額には、倉庫の管理業務

での売上げも含まれており、損益表の賃金には、管理業務に従事して

いる人の賃金も含まれている。 

イ 本件団交当時、会社全体では、黒字であった。  

会社の正社員数は、２７年１月に３２名だったが、同年４月には３

４名、同年５月及び６月には３５名、本件初審申立時である同年７月

には３７名、同年１２月には４２名となり、１年間で１０名増加した。 

⑶ ２８年１１月２１日、本件初審審査手続において社長に対する審問が

行われた当日の朝、組合は、会社の取引先に対し、「Ｙは、経営状態が悪

化している（１５００万円の赤字だ）」、「荷主の運賃が上がっていない」

等と記載したビラ配布等の街宣活動を行った。 

６ 本件供給契約の終了等 

本件供給契約は、２９年３月３１日をもって終了したため、本件結審時

において、組合は会社に労供組合員を供給していない。 

 

第４ 当委員会の判断 

 １ 争点１（本件団交における会社の対応）について 

⑴ 団交応諾義務について 

    会社は、団交事項が特定されていない等の理由により、団交応諾義務

がなかったと主張するので、以下検討する。 

ア(ｱ) ４月１４日付け申入書には、２７年春闘に当たり、組合要求のう
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ち労供組合員の労働条件改善に対する会社の回答がゼロ回答であ

るので団体交渉を申し入れると記載されている（前記第３の４⑶）

ことから、同申入書により組合が会社に申し入れた団体交渉の要求

内容は、２０１５春闘関東支部統一要求にある労供組合員の賃上げ

等、労働条件に関する要求事項についてのものであることを会社は

十分理解できたといえる。しかも、同月２１日の団体交渉において、

社長は、団交事項が何であるかを確認し、組合が、労供組合員の賃

上げ要求であることを特定し、明らかにした上で協議に入っている

（同⑷）のであるから、交渉事項が特定されていなかったとはいえ

ない。 

さらに、組合は、同日の団体交渉後に会社に提出した同日付けの

申入書では、賃上げの可能性等を協議するため、会社の経営状態を

示す具体的な資料の提出を（同⑸）、同年５月２１日の団体交渉前に

会社に提出した同月１２日付け申入書でも、賃上げ余力の有無につ

いて協議するため資料提出を求め（同⑼）、同年６月１０日の団体交

渉前に提出した同月３日付け申入書では、労供組合員の賃金を５０

円上げるという会社回答に更なる上積みを求め団体交渉を申し入

れている（同⑿）のだから、労供組合員の賃上げが本件団交の議題

として特定されていたことは明白である。 

(ｲ) 会社は、２０１５春闘関東支部統一要求は宛先や日付が空欄で、

内容に毎年変化がなく、儀式化・形骸化しており、当該要求の内容

は組合と妥結済みであったと主張する。 

    会社が受領した２０１５春闘関東支部統一要求の宛先企業名、代

表者氏名及び日付が空欄のままであったとしても、会社は、会社の

代表者が出席した説明会において同書面を手交され、その内容につ

いて説明も受けている（前記第３の４⑴）のであるから、会社が同
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書面の名宛人となっていることは十分認識できたはずである。また、

２０１４春闘関東支部統一要求及び２０１３春闘関東支部統一要

求をみると、賃上げ要求額など２０１５春闘関東支部統一要求と共

通するところもあるが、法律改正や消費税の動向等を見据えたその

年独自の要求事項も存在しており（同上）、内容に変化がないとはい

えない。そして、組合と会社とは、説明会の後、２０１５春闘関東

支部統一要求で示された日程にほぼ沿って２７年２月下旬から同

年３月下旬にかけて同要求に係る事項について団体交渉を複数回

行っている（同⑴,⑵）のであるから、統一要求が儀式化・形骸化し

ていたということはできない。また、下記(ｳ)のとおり、交渉は終結

しておらず、妥結済みであったともいえない。 

(ｳ) 会社は、２０１５春闘関東支部統一要求は、遅くとも２７年３月

９日には終了（又はストライキに移行)することが予定されており、

同年４月１４日になっての新たな団体交渉の申入れは考えられな

いとも主張する。 

しかし、組合と会社とは、２０１５春闘関東支部統一要求に係る

同年２月下旬から同年３月上旬までにかけて行われた団体交渉を

踏まえ、正社員の賃上げ及び一時金等について、協定を締結するた

めの協定内容を取りまとめるべく、協定書案のやり取りを行ってい

た（前記第３の４⑵）ものの、いまだ交渉は終結してはいなかった。

また、それまでの２０１５春闘関東支部統一要求に係る団体交渉に

おいて、労供組合員についての交渉は行われていなかった（同⑵）。 

したがって、組合が、４月１４日付け申入書により、労供組合員

に係る団体交渉を申し入れること（同⑶）は、考えられないことで

はなく、団交が終了していたとはいえない。 

(ｴ) 以上により、２０１５春闘関東支部統一要求により交渉事項が特
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定されていなかった等とはいえない。     

イ 会社は、２７年４月１４日に申し入れた団体交渉も含めて一連の団

体交渉の最終目的は、賃上げではなく労供組合員の派遣先の確保にあ

ったのであり、そうだとすると労供組合員の派遣先の確保は交渉事項

とはなっておらず、団交事項とすること自体が不当かつ不適切である

から、団体交渉に応じる義務はなかったとも主張する。 

  ２０１５春闘関東支部統一要求では、労供組合員については、２か

月間で２６日の就労日数を最低保障することを要求し（前記第３の４

⑴）、団体交渉において組合が、他の会社が雇用保険印紙の枚数に配慮

していることを述べた（同⑽）事実は認められるが、上記アで判断し

たとおり、本件団交の議題は、労供組合員の賃上げであることは明白

であり、労供組合員の賃上げが団体交渉の議題ではなかったというこ

とはできない。 

 ウ 会社は、労供組合員は、１日ごとに雇用契約が締結されるのであり、

供給日における雇用契約が終了した後は、もはや労供組合員は、使用

者が雇用する労働者に該当しないので、そもそも会社に団交応諾義務

は課せられていないと主張する。 

   しかしながら、本件団交当時、本件供給契約を含む組合と会社との

間の労働協約に基づいて、労供組合員と会社との間で労働契約が締結

され、会社が労供組合員の賃金、労働時間等を定めている（前記第３

の２⑴,⑵,⑶）のであるから、本件団交の議題とされている労供組合

員の賃上げに関して、会社は、労供組合員の労組法上の使用者に当た

る。 

 エ したがって、団交応諾義務がないとの会社の主張は採用することが

できない。 

  ⑵ 本件団交における会社の対応について 
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    次に、本件団交における会社の対応が労組法第７条第２号に該当する

不当労働行為に当たるか判断する。 

ア 組合は、労供組合員の賃上げに関する本件団交において、会社は、

賃上げ余力がなく賃上げができない旨回答し、それを裏付ける資料と

して損益表を提出したが、経営状況を示す資料として不十分であり、

組合が求めた回答根拠についての説明も不十分であり、会社の対応は

不誠実であると主張する。 

  これに対し、会社は、賃上げ余力がないことについて十分説明して

いるにもかかわらず、組合がいかなる趣旨や用途、目的等から４点の

資料を必要とするかを明らかにしないのであって、非上場会社である

会社が、組合に対して、これ以上に経営資料を提供する法的義務はな

い等と主張する。 

  しかしながら、使用者は、自己の主張を相手方が理解し、納得する

ことを目指して、誠意をもって団体交渉に当たらなければならず、労

働組合の要求や主張に対する回答や自己の主張の根拠を具体的に説

明したり、必要な資料を提示するなどし、また、結局において労働組

合の要求に対し譲歩することができないとしても、その論拠を示して

反論するなどの努力をすべき義務があるのであって、合意を求める労

働組合の努力に対しては、誠実な対応を通じて合意達成の可能性を模

索する義務があるものと解すべきである。 

(ｱ) まず賃上げ余力の有無に関する説明について検討すると、会社は、

２７年４月２１日の団交において、賃上げ余力がない旨の理由とし

て荷主から支払われる運賃は変わっていないので売上げは増えて

いない（固定で月額５０万円）、消費増税や燃料高騰分の填補にも荷

主に応じてもらえない等と説明した（第３の４⑷）。これに対し、組

合は、賃上げの余地や可能性がどの程度あるのか協議する資料とし
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て４点の資料の提出を求めた（同⑸）。 

また、会社が組合に提示した賃上げの余力がないことを裏付ける

資料は損益表及び５月１日付け回答書（別添書類含む。）のみであり、

会社は、損益表は本件事業部門における車１台当たりの損益を示し

たものであると説明し、損益表には３年連続損失が生じていたこと

等が記載されている（同⑹,⑻）。そして、本件において会社が主張

するとおり、損益表記載の損失額に車両台数の１５を乗じれば、３

年間で総額１５５９万１７８０円の営業損失が発生したことは理

解することが可能である。 

しかしながら、損益表の売上金額は、２４年度５８万６０００円、

２５年度６５万８０００円、２６年度６８万５０００円と年々増加

しており（同⑹）、売上げは増えていないという上記会社の説明内容

と整合していない。また、消費増税や燃料高騰分の填補にも荷主に

応じてもらえない等の会社の説明については、５月１日付け回答書

に石油価格等に関する資料が添付され提示されたが、損益表記載の

燃料費が、２６年度に低下した後、どの程度上昇し、今後、どの程

度損益が悪化するか等についての予測も十分に説明はなされてい

ない。 

組合は、２７年４月２７日、損益表は、会社の上記回答を裏付け

る資料とはいえず、賃上げ余力がどの程度あるかについて協議する

に足りる資料とは到底いえないとして、改めて、４点の資料を提出

するよう求めたが（同⑺）、これに対し、会社は、５月１日付け回答

書を提示したのみで、４点の資料を提示できない理由や組合の質問

及び追及に対する具体的な説明はなされてはいない。 

また、会社は、本件初審審査手続において、売上金額について、

運送業務以外の倉庫管理業務の売上げや、管理業務に従事する人の
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賃金も含まれていた旨説明したが（前記第３の５⑵ア）、これらを本

件団交当時に説明することができなかった事情も窺われない。加え

て、本件団交当時、会社全体では黒字であり、会社の正社員数は、

２７年１月の３２名から同年１２月には４２名となり、本件団交前

後の１年間で約１０名増加していた（同５⑵イ）。 

そうすると、会社の説明内容と損益表の記載は整合していない部

分があり、会社がした説明内容及び提示した資料をもって賃上げ余

力の有無について判断することは困難であるから、本件事業部門に

限ってみても人件費総額や運転手の平均年収の推移等の分かる資

料の開示等を求める組合の要求に対し会社の説明は不十分なもの

であったといわざるを得ない。 

本件団交のうち会社の上記対応は誠実であったとはいえない。 

なお、会社は、労供組合員の１日当たりの賃金が正社員の賃金よ

り高いことから労供組合員の賃上げをすることができない旨説明

したのに対し、組合は虚偽の説明であり、不誠実であると主張する。 

会社の説明は、５月１日付け回答書のとおり、週４０時間の労働

時間を堅持する形で２０日就労した場合を前提とした平均月額で

比較している（前記第３の４⑻）のに対し、組合は、実績としての

就労日数を踏まえた平均月額で比較している（同⑼,⑽）ことにより

生じる主張の相違があったにすぎない。組合が主張するように、会

社が虚偽の説明を行ったとはいえず、この点について、会社の説明

が不誠実であるとはいえない。 

(ｲ) また、会社は、組合が運送業の経営について熟知していること、

損益表及び５月１日付け回答書の内容や意味を含め、会社の経営状

況に関して組合から具体的な質問や追及がなかったことから、会社

提示の資料のみで賃上げができないことを理解できたはずである
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旨主張するが、仮に組合側が一般的な運送業の経営に理解があった

としても、損益表のみでは会社の経営状況を踏まえた賃上げ余力の

有無を判断することはできないことに変わりはなく、また、質問や

追及がないからといって組合が会社の主張を理解できたと直ちに

は言い難いのであるから、会社の回答は誠実な対応であったとはい

えない。 

さらに、会社は、労供組合員の賃上げについて、本件事業部門の

資料があれば十分であり、会社の他の事業部門の存在が明らかにな

ったのは本件初審審問期日であるから、団交の時点で組合が本件事

業部門だけを取り出し説明しようとする会社の態度に疑問を持つ

ことは起こり得ない旨主張する。しかしながら、本件事業部門に限

ってみても、会社の説明内容が不十分であったことは上記のとおり

であって、組合員が就労している部門は赤字であり、これ以上の資

料が不要である旨回答した（前記第３の４⒀）ことも踏まえれば、

上記主張は採用できない。また、上記主張からは会社が一貫して組

合と協議する姿勢を有していなかったことがうかがわれ、会社の対

応は誠実であったとはいえない。 

(ｳ) 会社は、経営資料を組合に開示した場合、情報の流出や目的外に

使用される可能性も排除できない旨、実際に、本件初審審問当日、

組合は、会社の取引先に対する街宣活動を行い、会社が説明した経

営状況を記載したビラを配布したことから、提示した以上の資料を

開示することはできなかった旨主張する。 

   しかし、本件団交後に行われた組合の行動のみをもって、本件団

交当時の会社の対応が正当化されるものではない上、会社が、情報

流出等を危惧していたのであれば、団体交渉で開示できない理由を

説明し、その説明内容や開示する資料の内容を限定し、さらには開
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示する先の者の範囲を限定したり、提出する資料について取扱いに

注意を促すなどの方策を組合と協議することも十分考えられると

ころである。この点、会社は、本件団交で、４点の資料を開示でき

ない理由として、情報の流出や目的外使用のおそれを心配している

ことや過去の組合の言動の問題性等について説明したこともなく、

開示した場合の流出防止策について協議をしたことも全く窺われ

ず、組合が求める資料を提出できない理由を一切説明しないままこ

れを拒否したのであって、会社の上記主張は採用できない。 

イ 組合は、会社からの５０円の賃上げ回答に対し、更なる上積みを求

め、上積みができないならば、その根拠を示すべきである旨、４点の

資料を基に交渉すべき旨求めたにもかかわらず、これを拒否した会社

の対応が不誠実である旨主張し、これに対し、会社は、組合による５

０円の賃上げ要求に対し、労供組合員の日額賃金を５０円賃上げする

と回答して、組合の要求に応ずる満額回答の意向を表明したのである

から、本件団交において会社は誠実に対応した旨主張する。 

(ｱ) 組合が、２７年５月２１日の団体交渉において、日額５０円、１

００円の賃上げの話題を出したことは組合も認めているが、要求額

を日額５０円、１００円とする趣旨で述べたかについては、当事者

間に争いがある（前記第３の４⑽）。本件初審の審問において、組合

の書記次長（証人）は仮に５０円ないし１００円引き上げた場合、

会社の経営状況やコストを含めてどういった試算が出るのかを示

すよう求めた旨供述したのに対し、社長は試算という発言はない旨

供述し、同日の発言内容について的確に判断しうる証拠はない。 

仮に、組合が、日額５０円でも１００円でも賃上げしてほしいと

述べたとしても、組合は、同年４月２１日以降同年５月２１日の団

体交渉も含め、一貫して、会社に賃上げ余力があるか否かを判断す
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る経営資料の提出を求めており（同⑷,⑸,⑺,⑼,⑽,⒀）、同年６月

３日には、賃上げ５０円は依然として低額回答のままであるとして、

この回答に不満の意を表していた（同⑿）のであるから、組合が同

年５月２１日に日額５０円、１００円の賃上げを話題にしたことを

もって、それまでの経営資料に基づく賃上げ余力に見合う賃上げ要

求ではなく、５０円ないし１００円の賃上げ回答を満額回答とする

賃上げ要求に切り替えたとは考えられず、単なる例示とみるのが相

当である。 

そうすると、同月２８日、会社が日額５０円の賃上げに応じる旨

回答したことは、その限りでは組合に歩み寄り、合意の形成に向け

て努力したものとして評価されるべきものではあるが、会社が当該

回答をしたことをもって、満額回答とは言い難いことから、その根

拠となる経営状況等を説明する必要がなくなったということはで

きず、賃上げに応じる旨の回答をもって誠実に対応したということ

はできない。 

(ｲ) 会社は、５０円の賃上げ回答について、そもそも収益状況から賃

上げをする理由が全くないところ、早期かつ円満に団体交渉を終了

させ、人的資源等を業務に集中させるため、あえて組合の要求をの

んだ苦渋の経営上の判断であり、誠実に対応したと主張する。 

しかし、本件において、会社は、それまで一貫して、賃上げ余力

がなく賃上げはできないと回答し、その根拠資料として損益表及び

５月１日付け回答書のみを提示して賃上げは困難であるなどと説

明していた（前記第３の４⑷,⑹,⑻,⑽）にもかかわらず、２７年５

月２１日の組合の賃上げ要求（同⑽）に対し、同月２８日、５０円

の賃上げに応じる旨の回答を行った（同⑾）。かかる経緯からすると、

組合が、賃上げ余力のない中で組合要求を踏まえて賃上げに応じた
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とする会社の説明に納得せずに、むしろ、本件事業部門に関する損

益表のみを根拠として賃上げ余力がないとしてきたこれまでの会

社の説明に疑問を抱いたのも無理からぬことであり、組合が、賃上

げ余力がないといいながら５０円の賃上げを認める回答をしてき

た会社に対し、その賃上げが可能であることの説明や、それを組合

が検討するための根拠資料の提示等を引き続き求めたことも理解

できるというべきである。 

これに対し、会社は、５０円の賃上げに応じた理由等について、

組合の要求に応じたもので根拠はないとの説明をするだけで、これ

以上の資料は不要であるとしたのであるから、このような会社の対

応をもって、組合に対して検討可能な程度の客観的な資料を示し、

会社主張の根拠を具体的に示して説明する等の努力をし、合意達成

の可能性を模索したと評価することはできない。 

   ウ 以上のことを総合的に判断すれば、会社は、組合の団体交渉の申入

れに応じ、本件団交に代表者である社長が自ら出席し、資料を作成し

て説明をしてはいるものの、団交応諾義務のある労供組合員の賃上げ

要求に対し、賃上げ余力はないとの自らの回答についてその合理的根

拠を必要な資料を示すなどして十分に説明したとはいえず、会社の対

応は、誠実であったとはいえない。 

          以上の次第であるから、本件団交における会社の対応は、労組法第

７条第２号に該当する。 

２ 争点２（救済利益の有無）について 

会社は、組合との本件供給契約が終了し、会社には労供組合員が存在せ

ず、今後、労供組合員と労働契約を締結することもないのであるから、救

済利益が消滅した旨主張する。 
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しかしながら、本件不当労働行為がなされた後に、会社に労供組合員が

存在しなくなったとしても、会社の本件不当労働行為によって生じた組合

の団体交渉権に対する侵害状態が回復したとはいえず、組合の組合員が会

社の正社員として就労しており労使関係は存続していることも踏まえれば、

本件供給契約が終了したからといって救済利益が消滅したとはいえない。 

したがって、本件不当労働行為につき、その救済を得る必要性（救済利

益）が失われたとはいえない。 

３ 救済方法について 

労供組合員の賃上げに係る団交は行われていないが、上記２のとおり、

会社と組合との本件供給契約は既に終了し、今後、労供組合員が会社で就

労することはなくなったことから、労供組合員の労働条件改善（賃上げ）

に関する団体交渉を改めて行ったとしてもこれ以上に進展することは見込

めないのであり、そのほか本件にあらわれた一切の事情を考慮すれば、会

社に対し２７年度の労供組合員の賃上げに関する団体交渉を命じる必要性

があるとまではいえない。 

したがって、初審命令主文第１項を取り消す。 

また、初審命令主文第２項を主文のとおり変更する。 

 

第５ 結論 

以上の次第であるから、本件再審査申立ては上記の限度において理由が

あるが、その余の本件再審査申立てには理由がない。 

よって、労組法第２５条、第２７条の１７及び第２７条の１２並びに労

働委員会規則第５５条に基づき主文のとおり命令する。 

 

平成３１年１月２３日 

中央労働委員会 
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第二部会長 山川 隆一  ㊞ 


